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総務常任委員会記録 

令和５年９月５日  

（ 午後３時30分 開会 ） 

委員長 ：大変御苦労さまでございます。 

ただいまの出席委員は７名であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の委員会を開会します。 

千葉幸男委員より遅参の旨、届出がありました。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので御了承願います。 

本日の案件は御案内のとおりであります。 

所管事務調査を行います。 

初めに、調査事項についてを議題とします。 

調査を継続していた６項目の総務常任委員会の政策提言については、前回の委員会に

おいて、各委員からいただいた御意見等を踏まえ、整理することとしておりました。 

政策提言の最終案について協議します。 

暫時休憩します。 

（休憩 15：31～16：05 ） 

委員長 ：休憩前に引き続き再開します。 

それでは、調査項目の取扱いについて、皆さんから御意見をお願いしたいと思います

が、御意見の方ありませんか。 

佐々木久助委員。 

佐々木委員：調査項目提言の６項目残っている案件でございますが、提言としてまとめ得たのは

５項目ということで、市民所得の向上については提言に至らなかったという内容で整

理をして、その事実を市長提言にまとめて議長を通して臨むということでいかがでし

ょうか。 

委員長 ：そのほか御意見の方はありませんか。 

（「なし」の声あり ） 

委員長 ：ないようですので、ただいま佐々木委員から提案のありました調査項目の取扱いにつ

きましては、ただいまの発言のとおり取りまとめをして、総務常任委員会の政策提言と

して取りまとめたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり ） 



- 2 - 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

それでは、６つの項目の調査事項につきまして、いろいろ、何回か協議を行いました

けれども、以上で協議を終わりまして、これから提言に向けて取り組みたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

なお、前回の委員会で正副委員長に一任されました市長への提言書の提出方法につき

ましては、４月５日、前回の提言と同じように、委員全員で提言することといたしたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上で、調査項目についての協議を終わります。 

次に、その他に入ります。 

市長への提言書の提出についてを議題とします。 

総務常任委員会の政策提言につきましては、本日、最終案の協議を終了いたしました。 

この政策提言につきましては、後日、議長を通じて市当局に提言することとしたいと

思いますが、当日の役割分担や日程など詳細につきましては、正副委員長に御一任願い

たいと思います。 

以上のとおり進めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

委員長 ：御異議ありませんので、さよう決しました。 

提言の日程につきましては、当局と調整を行い、後日連絡いたします。 

よろしくお願いいたします。 

本日予定した案件は以上ですが、皆さんから、ほかに何かありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

委員長 ：ないようですので、以上で本日の委員会を終了いたします。 

大変ありがとうございました。 

御苦労様でした。 

（ 午後４時08分 終了 ） 


